
エステティックサービス契約書
サ　ロ　ン　控

NO.

契約期限： 年　　月　　日

年　　月　　日（　　歳）

契約日：
（フリガナ）

勤務先名称

所在地

入　会　金

施術内容明細

商品内容明細

回　数 単　価
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料　金

料　金種　類

お支払い回数 お支払いの時期

サロン名

サロン所在地

電話番号

契約担当者

備考欄

お支払い金額（手数料含む）お支払いの方法

サービス（施術）の
キャンセルについて

注：１）中途解約時のクレジットの支払停止等については、割賦販売法に基づく抗弁権の接続が適用されます。（裏面参照）
２）前受け金の保全措置は行っておりませんので、ご了承ください。

お支払い方法・時期

特約事項

ご契約内容

裏面の約款に基づき以下のとおり契約を締結します。

現金・現金振込・都度払い

クレジットカード　カードの種類（  　　　　　　　　　）

ショッピングクレジット　信販会社名（　　　　　　　　）

単　価

小計（税抜・税込）

小計（税抜・税込）

消費税（　　　％）

合　計　金　額（税込）

1 勤　務
2 自　営
3 主　婦
4 学　生
5 その他

〒　　　　  ー

〒　　　　  ー

年　　月　　日
お客様番号生年月日：　 昭　平　令

ご自宅電話番号
携帯電話番号

勤務先電話番号

（　　　　）
（　　　　）

年　   月   　日 ㊞

㊞

本書面は、特定商取引法42条に基づき、特定継続的役務提供の契約時にお渡しする書面です。
本書面の内容（裏面もあります）をよくお読みください。なお、本書面に記入いただいたお客様の
個人情報は、適正に管理し、当サロンのサービス提供以外の目的には使用いたしません。

契約書受領日 契約書受領印

お
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初回
２回目以降

ご予約された施術のキャンセルにつきましては、前日の１５時までにご連絡ください。
前日１８時以降、予約時間までにご連絡の場合は、施術料金の20％を申し受けます。
ご連絡なく予約時間を10分過ぎた場合はキャンセルとさせていただき、100％のキャンセル料金
又はチケット1回分消化を頂戴しております。体調不良の場合はご連絡頂きご相談下さい。

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　 月より引落

その他

数量
（ 個数・容量等 ）

１回当たりの
施術時間



・お客様は、この書面を受取後８日以内であれば、当サロンヘの書面又は電磁的記録（電子メール等）による通知で契約の解除（クーリングオ
  フ）をすることができます。
・お客様がクーリングオフについて、当サロンの事実と異なる説明により誤認され、または当サロンの威迫により困惑されたため、前項の期
  間内にクーリングオフをされなかった場合、当サロンが改めてお渡しするクーリングオフの説明書面を受取後８日以内は書面又は電磁的
  記録による通知でクーリングオフをすることができます。
・クーリングオフは、お客様が通知の書面又は電磁的記録を発信（発送）された時点で効力を生じます。
・クーリングオフの場合、当サロンは損害賠償または違約金は請求いたしません。また、既にご利用済みのサービスにつきましても対価を請
  求いたしません。前受金をいただいている場合は、速やかに金額を返還いたします。
・サービスの利用をクーリングオフされる場合、購入いただいた商品（「エステティックサービス契約書記載の「関連商品」）の購入もクーリン
  グオフをすることができます。ただし、その商品が開封されたまたはその全部もしくは一部が利用もしくは消費された場合（当サロンが開
  封、利用または消費を指示した場合は除きます）はクーリングオフができません。
・商品の購入をクーリングオフされる場合も、その旨を書面又は電磁的記録により通知ください。商品のクーリングオフも通知書面又は電磁
  的記録の発信（発送）時に効力が生じます。
・商品のクーリングオフにつきましても、当サロ
  ンは損害賠償または違約金を請求いたしま
  せん。引渡し済み商品の引き取りにかかる費
  用は当サロンが負担いたします。また、クーリ
  ングオフの対象となった商品の代金を既にい
  ただいている場合は速やかに全額を返還い
  たします。

（申込み先サロン宛）
 西暦○年○月○日付の　　　　サービス利用  （および　　　　　購入）  の
 申込みをクーリングオフするので通知します。
　　　　　 西暦○年○月○日　　　　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　   ㊞

（商品名）

・上記のクーリングオフができる期間が過ぎた後は、サービスの利用を将来に向かって解除（中途解約）することができます。
・中途解約の場合、お客様にはすでに利用されたサービスの相当額（入会金を含みます）および「解約損金」として解約により通常生ずる損害額ま
  たは契約の締結および履行のために通常要する費用をご負担いただきます。具体的には、下記の算式により精算金を算定し、精算金額を超える
  前受金をいただいている場合は、当サロンより差額を速やかに返還いたします。前受金が精算金額に足りない場合は、お客様に不足金額をお支
  払いいただきます。この不足金のお支払いが遅延した場合には、法定利率による遅延損害金が加算されます。
　  精算金＝契約総額　  －（利用済サービス相当額　  ＋解約損料　  ）
　　　　注１ 契約総額＝サービス利用申込み時の全体価格（商品の代金を除く）
　　　　注２ 利用済みサービス相当額＝入会金十１回あたりの施術料金×利用済回数
　　　　注３ 解約損料＝（契約総額一利用済サービス相当額）の１０％相当額または２万円のいずれか低い方
  クレジット等をご利用の場合の精算は、各クレジット会社所定の方法によりますので、規約等で詳細をご確認ください。
・商品の購入についても、中途解約ができます。その場合、お客様には次の額をご負担いただきます。前受金がこの額に足りない場合は、不足金額
  をお支払いただきます。不足金のお支払いが遅延した場合には、法定の利率による遅延損害金が加算されます。
　   商品を返還いただく場合：通常の使用料相当額（ただし、販売価格一返還時の価格の方が大のときはその額）
　   商品の返還がない場合：商品の販売価格
　   商品引渡し前の場合：契約の締結及び履行のために通常要する費用

注１ 注２ 注３

・お客様がお支払いにクレジットカードを利用される場合には、 割賦販売法第２９条の４第２項（同法第３０条の５第１項において準用する場
  合を含む）の規定に基づき、当サロンに対して生じている事由をもって、クレジットカード会社に対抗すること（いわゆる「抗弁権の接続」）ができ
  ます。詳細につきましてはクレジット会社の契約書をご覧ください。

当サロンは、エステティックの施術（以下「サービス」という）およびサービスの提供に際し購入いただく必要のある商品（以下「関連商品」という）
の販売を本約款により提供いたします。

（契約の成立）
第１条　お客様の本書反対面「エステティックサービス契約書（以下「契約書」という）」への署名・押印をもって、当サロンとの間で契約書記載のと
　　　　おりのサービス利用および関連商品購入の契約が成立したものとします。ただし、お客様が未成年者の場合は、その親権者の同意を証
　　　　する書面が当サロンに提出されたときに契約が成立したものとします。
　　２．  前項にかかわらず、お客様がクレジットカード払いを利用する場合においてお客様とクレジット会社間の立替払い契約が成立しなかった
　　　　ときは、本契約も成立しなかったものとします。
（サービスの提供）
第２条　当サロンは、お客様に対し、契約書記載のとおりのサービス提供および関連商品の販売（以下「サービスの提供等」という）を行います。た
　　　　だし、サービスの提供等が、お客様の体質・皮膚疾患等によりお客様に不具合を生じる恐れのある場合には、サービスの提供等を停止し、
　　　    お客様と協議のうえ本契約を変更または解除させていただくこともあります。
　　２．  サービスの提供等により、お客様のサービス提供を受けたまたは関連商品を使用した部位に異常が生じ、その原因が当サロンの提供し
　　　　たサービスまたは関連商品に起因する疑いがある場合には、当サロンは直ちにサービスの提供等を中止し、お客様に医者の診察を受け
　　　　ていただく等の適切な処置を講じます。
　　３．  当サロンはお客様に対するサービスの提供等の記録を作成・保存します。
（対価の支払）
第３条　お客様には、当サロンからのサービス提供および関連商品購入に対し、契約書記載のとおり対価をお支払いいただきます。
　　２．  お客様から当サロンへの直接のお支払いが遅延した場合には、法定の遅延損害金が加算されます。
（解除）
第４条　契約書記載の契約期限にかかわらず、当サロンまたはお客様が、契約書または本契約約款の記載事項を履行しなかった場合は、相手方
　　　　への書面による通知をもって直ちに契約を解除することができるものとします。この場合、一方が相手方の不履行により損害を被った場
　　　　合は、第５条による精算とは別に、相手方に対しその損害の賠償を求めることができるものとします。ただし、当サロンによるサービスの
　　　　提供等の不履行が天災・停電等やむを得ない事由による場合は除くものとします。
（商品の返還時の価格）
第５条　お客様が商品購入契約を中途解約し、商品を返還される際の精算においては、当該商品が開封され、またはその全部もしくは一部が使
　　　　用または消費された場合（当サロンが開封、使用または消費を指示した場合を除きます）は、商品の返還時の価格は０円とします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

エステティックサービス契約約款

●  割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項

●  契約の中途解約に関する事項

● 契約の解除（「クーリングオフ」）に関する事項

【クーリングオフ通知書面例】

お 客 様 控


